
た
後
、
医
療
機
関
で
誤
っ
て
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
な
ど
を
提
示
し
て
診

療
を
受
け
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
か

ら
支
払
わ
れ
た
金
額
を
返
還
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
の
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
、
新
し
い
資
格
確
認
書
ま
た

は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
が
手
元
に
届

く
ま
で
の
間
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

活
用
し
ま
し
ょ
う

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）

を
積
極
的
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
薬
代
に

か
か
る
医
療
費
を
節
約
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
一
人
一
人
の
節
約
が
、
制
度
全
体

で
は
大
き
な
効
果
を
生
み
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医
薬

品
に
比
べ
て
価
格
が
安
く
設
定
さ
れ
て
お

り
、
薬
代
の
負
担
が
軽
く
な
り
ま
す
。
ま

た
、
な
か
に
は
飲
み
や
す
く
な
る
よ
う
に

薬
の
大
き
さ
・
味
・
に
お
い
の
改
良
や
保

存
性
の
向
上
な
ど
、
よ
り
工
夫
さ
れ
た
も

の
も
あ
り
ま
す
。

●
信
頼
で
き
る
薬
で
す

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
先
発
医
薬

品
と
同
様
の
安
全
基
準
を
満
た
し
、
厚
生

労
働
省
の
承
認
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る

信
頼
で
き
る
薬
で
す
。

●
ま
ず
は
お
医
者
さ
ん
に
相
談
を

全
て
の
薬
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
医
療
用

医
薬
品
な
の
で
、
病
院
や
診
療
所
の
医
師
に

よ
る
処
方
箋
が
必
要
で
す
。
症
状
に
よ
っ
て

は
、
先
発
医
薬
品
を
使
用
し
た
方
が
い
い
と

医
師
が
判
断
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額
通
知

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
し
た
場

合
、
１
カ
月
の
自
己
負
担
額
が
1
0
0
円

以
上
軽
減
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
方
を
対
象

に
、
参
考
と
し
て
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

に
関
す
る
お
知
ら
せ
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。

発
送
時
期
は
年
2
回
、
6
月
下
旬
（
4
月
診

療
分
）
と
12
月
下
旬
（
10
月
診
療
分
）
で
す
。

※
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え

を
強
制
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
薬
に
よ
っ
て
は
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
へ
の
切
り
替
え
が
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
希
望
シ
ー
ル

を
お
配
り
し
て
い
ま
す

皆
さ
ま
の
窓
口
負
担
を
節
約
で
き
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用
を
促
進
す

る
た
め
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切

り
替
え
の
意
思
を
手
軽
に
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
シ
ー
ル
を
お
配
り
し

て
い
ま
す
。
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
こ
の
シ
ー
ル
を
資
格
確

認
書
な
ど
に
貼
っ
て
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料
軽
減
判
定
基
準
が
変
更

  
　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
が
等
し
く
負
担

す
る
均
等
割
額
（
5
万
4
4
2
8
円
）

と
被
保
険
者
の

所
得
に
応
じ
て
決

ま
る
所
得
割
額

（
11
・
04
％
）
の

合
計
額
で
す
。
世

帯
の
所
得
が
低
い

方
に
対
し
て
は

均
等
割
額
が
軽
減

さ
れ
る
措
置
が
あ

り
ま
す
。
令
和
7

年
度
（
2
0
2
5

年
度
）
か
ら
軽
減

さ
れ
る
対
象
世
帯

が
下
の
と
お
り
変

更
さ
れ
ま
す
。
な

お
、
令
和
7
年
度

保
険
料
額
の
通
知

は
、
7
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）

　

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
0
7
3
‐
4
2
8
‐
6
6
8
8

医
療
保
険
の
切
り
替
え
手
続
き

お
忘
れ
で
は
な
い
で
す
か

【
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
と
き
・
家
族

の
健
康
保
険
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き
】

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
て
新
し
い
職

場
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
さ
れ
る
ま
で

の
期
間
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書

※
本
書
は
会
社
ま
た
は
健
康
保
険
組
合
で

も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
で
き
れ

ば
会
社
の
電
話
番
号
を
控
え
て
き
て
く

だ
さ
い
。

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

【
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き
・
家

族
の
健
康
保
険
の
扶
養
に
入
っ
た
と
き
】

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
で
、
他
の
保
険
（
職
場
の
健
康
保
険

な
ど
）
に
加
入
し
た
場
合
は
、
必
ず
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

・
新
し
い
保
険
が
分
か
る
も
の
（
職
場
の

健
康
保
険
資
格
確
認
書
な
ど
）

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
ま
た
は
資

格
確
認
書
（
返
却
の
た
め
）

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

※
来
庁
者
が
同
一
世
帯
員
で
な
い
場
合

は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

●
そ
の
他
／
他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

軽減割合 令和６年度
（2024 年度）

令和７年度
（2025 年度）

5割軽減
43万円+10万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+29.5 万
円× ( 被保険者数）以下

43万円+10万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+30.5 万
円× ( 被保険者数）以下

2割軽減
43万円+10万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+54.5 万
円× ( 被保険者数）以下

43万円+10万円×（年金・
給与所得者の数 -1）+56万円
× ( 被保険者数）以下

お知らせお知らせ

21 広報ありだがわ　2025.4


